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仕 様 書 

令和４年度自衛隊佐賀地方協力本部 

唐津出張所で使用する電気 

作   成 令和４年１月１４日 

作成部隊名 
自衛隊佐賀地方協力本部 

総務課 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、令和４年度自衛隊佐賀地方協力本部出張所等で使用する電気について規定する。 

 

２ 概 要 

（１）件 名      

令和４年度自衛隊佐賀地方協力本部唐津出張所で使用する電気 

 

（２）需要場所 

自衛隊佐賀地方協力本部唐津出張所 

佐賀県唐津市和多田本村１－７ 

    

（３）業種及び用途：官公署（事務所） 

 

３ 仕 様 

（１）供給電気の種類 
   契約種別（低圧電力、従量電灯）は、同等の契約種別及び同等の契約プランを含むものとする。 

供給する電気の再生可能エネルギー比率は設けないものとする。 
 

４ 供給電気方式等 

（１）供給電気方式、供給電圧等 

   

区 分 従量電灯 

供給電気方式 交流単相３線式 

供給電圧（標準電圧） １００Ｖ 

計量電圧（標準電圧） １００Ｖ 

標準周波数 ６０Ｈｚ 

蓄熱式負荷設備の有無 無 

予定契約電力 ５ｋＷ 

予定使用電力 ７，３５０kWh 
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（２）令和４年度月別使用予定電力量（ｋＷh） 

 

項 目 

年 月 
従量電灯 

内  訳 備 考 

平日昼間 休日昼間 夜間 休日数 

令和 ４年 ４月 510 280 90 140 10 

令和 ４年 ５月 400 230 60 110 12 

令和 ４年 ６月 590 400 60 130 8 

令和 ４年 ７月 800 520 110 170 10 

令和 ４年 ８月 770 490 100 180 9 

令和 ４年 ９月 640 420 80 140 9 

令和 ４年１０月 480 290 90 100 11 

令和 ４年１１月 530 290 80 160 10 

令和 ４年１２月 760 480 50 230 9 

令和 ５年 １月 710 480 50 180 10 

令和 ５年 ２月 610 390 70 150 9 

令和 5年 ３月 550 350 50 150 9 

計 7,350 4,620 890 1,840  

※令和４年４月～令和４年９月予定使用電力量は、令和３年度実績量等を基準に算定 

※令和４年１０月～令和５年３月予定使用電力量は、令和２年度実績量等を基準に算定 

※７、８、９、１２、１、２月は夏冬料金 

（注意）この表は、将来の最大需要電力量の数値を示すものではない。 

 

（３） 令和３年月別使用実績電力量 

  

項 目 

年 月 
従量電灯 

内  訳 備 考 

平日昼間 休日昼間 夜間 休日数 

令和 ２年１０月 391 223 49 119 9 

令和 ２年１１月 441 248 61 132 11 

令和 ２年１２月 720 430 97 193 11 

令和 ３年 １月 722 455 104 163 12 

令和 ３年 ２月 567 385 52 130 10 

令和 ３年 ３月 537 337 49 151 8 

令和 ３年 ４月 407 208 77 122 9 

令和 ３年 ５月 337 187 58 92 12 

令和 ３年 ６月 631 424 73 134 8 

令和 ３年 ７月 892 566 139 187 11 

令和 ３年 ８月 722 469 91 162 10 

令和 ３年 ９月 661 453 73 135 10 

計 7，028  4,385 923 1,720  

      

   

（４）使用期間 

   令和 4年４月１日００：００から令和 5年３月３１日２４：００まで 
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（５）電力量等の計量 

 

区 分 従量電灯 

自動検針装置 有 

電力会社の検針方式 遠隔自動検針 

電力量計構成 

普通電力量計 

Ａ６Ｘ－Ｔｒ形 

大崎電気工業㈱ 

 

（６）需給地点（供給地点） 

 

区 分 供給地点特定番号 

従量電灯 09-0000-0010-7031-0000-0000 

    

（７）電気工作物の財産分界点 

   需給地点に同じ。 

 

（８）保安上の責任分界点 

   需給地点に同じ。 

 

５ 検 査 

請求書の受理をもって電気料の検査とする。 

 

６ その他 

（１） 力率は契約期間中１００％を保持する予定 

（２） 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整 
び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金に 
いては、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 

（３） 仕様書に定めのない事項については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模 

需要の標準供給条件による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


